
議案第４０号 

 
 
 

令和５年度中央市一般会計補正予算（第４号） 

 
 
 令和５年度中央市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４１，４４９千円を追加し、歳入歳出予 
 
算の総額を歳入歳出それぞれ１５，３９７，１５７千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

 （繰越明許費の補正） 
 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
 
（債務負担行為） 

 
第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をす 
 

ることができる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 
 
（地方債の補正） 

 
第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 
 

 
 















第２表 繰越明許費補正 

 

追 加 

 

 

第３表 債務負担行為 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 ふるさとづくり応援寄附金事業 108,835 

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 市道 3169 号線歩道整備事業 19,940 

  ４ 都 市 計 画 費 公園管理費 4,400 

10 教 育 費 ２ 小 学 校 費 
リニア建設に伴う 

田富北小学校移転整備事業 
215,866 

合         計 349,041 

事    項 期  間 
限 度 額 

（千円） 

中央市立田富第三保育園臨時駐車場用地賃借料 
令和６年度から 

令和８年度まで 
2,267 



第４表 地方債補正 

 
変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

市町村振興資金 57,900 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

212,900 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

臨時財政対策債 90,000 78,000 





議案第４１号 

 
 
 

令和５年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和５年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，４３９千円を減額し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ３，２１０，９６２千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４２号 

 
 
 

令和５年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和５年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０２千円を追加し、歳入歳出予算の総額 
 
を歳入歳出それぞれ４０７，１９８千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４３号 

 
 
 

令和５年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和５年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５，４８０千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ２，２６３，２６３千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４４号 

 
 
 

令和５年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和５年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ
による。 
 

 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，６９３千円を減額し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ１１，３７２千円とする。 

 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第４５号 

 

令和５年度中央市簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

 
 （総 則） 
第１条 令和５年度中央市簡易水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに 
よる。 

 
 （収益的支出の補正） 
第２条 令和５年度中央市簡易水道事業会計予算第３条で定めた収益的支出の予定額を次 
のとおり補正する。 

 
支   出 

（科  目）   （既決予定額）    （補正予定額）   （計） 
第１款 簡易水道事業費用 １９４，６３６千円 １，６１３千円 １９６，２４９千円 

  第１項 営 業 費 用   １６７，８４８千円 １，６１３千円 １６９，４６１千円 

 
 





議案第４６号 

 

令和５年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和５年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和５年度中央市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業収益  ８０３，５２０千円   ２，０３４千円  ８０５，５５４千円 

第２項 営業外収益      ５０２，３７９千円     ２０３千円  ５０２，５８２千円 

  第３項 特別収益            １千円   １，８３１千円    １，８３２千円 

 

支   出 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 公共下水道事業費用  ８０３，５２０千円   ２，０３４千円  ８０５，５５４千円 

  第１項 営業費用      ７０３，３６６千円    ２，０３４千円  ７０５，４００千円 

 

 （資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１１６，５４１

千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２４,１１１千円、当年度分損益勘定留

保資金９２，４３０千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的収入      ７１１，１１５千円   １，７３７千円  ７１２，８５２千円 

第２項 補 助 金     ３２６，５８５千円   １，７３７千円  ３２８，３２２千円 

 

 

 

 

 



支   出 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的支出      ８２７，６５６千円   １，７３７千円  ８２９，３９３千円 

  第１項 建設改良費     ２７９，５１６千円   １，７３２千円  ２８１，２４８千円 

  第２項 企業債償還金    ５４７，１４０千円       ５千円  ５４７，１４５千円 

 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

職員給与費     ２７，６００千円    １，７７０千円   ２９，３７０千円 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第５条 予算第９条中「４０６，８３６千円」を「４０８，７７６千円」に改める。 

  


